
障がい者の就労支援

医療・福祉部会資料
健康福祉部障がい福祉課

H22.8

「働きたい！」 を支援するために



施策の目標及び現状

（１）目的

障がい者が地域において自立した生活を営むことができる

ように、働く場を確保する。

（２）目標（平成23年度）

① 福祉施設から一般就労への移行者数 １０９人

（ 島根県障害福祉計画）

② 就労支援事業所の平均工賃月額 25,000円

（島根県障害者就労支援事業所工賃倍増計画）

（３）現況（平成21年度実績）

① ４６人（ ← H20： ４４人 ← H19： ３７人 ）

② 13,529円（ ← H20：13,611円 ← H19：13,511円 ）
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【 就職等状況 】

○ハローワーク

・平成21年度の就職件数は４６３件

← H20：４５５件 ← H19：４４１件

・新規求職件数は８７８件

← H20：８８９件 ← H19：８７４件

・平成21年度末の登録者数は5,420人、内就業者数は3,263人

○障害者就業・生活支援センター

・平成21年度の就職者数は１３３人

・求職者数は４５５人

・平成21年度末の登録者数は1,058人、内就業者数は470人
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障がい者施策推進の理念及び施策の方向性

「リハビリテーション」

障がいのある人が、ライフステ
ージのすべての段階において、
その人が持っている自らの能力
を最大限に発揮し、その自立と
社会参加の促進を目指す

働きたい若しくは働ける方には企業や就労支援事業による就労の場を
提供し、また、地域生活を営む上で必要な所得が就労支援事業所の工
賃と障害者基礎年金とを合わせて得られるように工賃向上を進める

「ノーマライゼーション」

障がいのある人もない人も、共
に社会、経済、文化等の幅広い
分野にわたって活動することが本
来のあり方である

共に支え合う地域社会の中で、住みたい地域で安心して暮らすことができ、
自分らしい生活をすることができる社会を創る
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障がい者制度改革推進会議
平成21年12月15日～

• 平成21年12月8日 障がい者制度改革推進本部の設置（閣議決定）

• 平成21年12月15日 障がい者制度改革推進本部長が開催決定

• 平成22年6月7日の第14回会議で中間的な意見集約

○ 障がい者制度改革の推進のための基本的な方向（第1次意見）

４ 個別分野における基本的方向と今後の進め方

１） 労働及び雇用

（推進会議の問題認識）

障がい者が地域において自立した生活を営み、より一層社会参加
ができるようにするためには、障がいのない人と等しく障がい者が職
業等を選択でき、多様な働く機会（自営等を含む。）が確保されるとと
もに、人としての尊厳にふさわしい労働条件や利用可能な環境が整
備されることが不可欠である。
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障がい者制度改革の推進のための
基本的方向について

• 平成22年6月29日 障がい者制度改革推進本部会議（第2回）

• 平成22年6月29日 閣議決定

第２－３ 個別分野における基本的方向と今後の進め方

（１） 労働及び雇用

○ 「障がい者」の範囲について検討 （Ｈ２４年度内）

○ 障がい者雇用率制度について検討 （Ｈ２４年度内）

○ 福祉的就労の在り方について検討 （Ｈ２３年内）

○ 国、地方公共団体の物品等の調達について検討

○ 差別の禁止、合理的配慮の提供等について検討 （Ｈ２４年度内）

○ 職場における支援の在り方について必要な措置を講ずる

（Ｈ２３年内）
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施策等の推進計画

○島根はつらつプラン（島根県障害者計画：平成15年度～平成24年度）

・本県の障がい福祉施策の基本的な方向性を示した計画であり、「障がい者の自立と社会経
済活動への参画の支援」～障がい者が生涯のあらゆる段階において能力を最大限発揮し
、自立した生活を目指すことを支援すること～を基本的な視点としている。

・就労支援については、障害者雇用率制度の普及及び職域の拡大などによる雇用の場の拡
大、並びに、障害者就業・生活支援センターの設置促進、ハローワーク等との連携及び就
労支援事業所の整備などにより、施策を進めることを目指している。

○第二期島根県障害福祉計画（平成21年度～平成23年度）

・島根はつらつプランに掲げる事項のうち、障がい福祉サービスについての実施計画であり、
「障がいのある人が住みたい地域で、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活
又は社会生活を営むことができるようなサービス提供体制の整備を図ること」を基本的な考
え方としている。

・就労支援については、福祉施設から一般就労への移行を推進することを目標としている。

○島根県障害者就労支援事業所工賃倍増計画（平成19年度～平成23年度）

・障がい者が地域において自立するために必要な所得水準の向上を図るため、就労支援事
業所を利用する障がい者の平均工賃を平成18年度水準の倍とすることを目標としている。
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福祉施設を利用している障がい者が就職・定着するまでの標準的な支援



就労支援事業所
ＮＰＯ　　etc

企業（既雇用）

企業（未雇用）

⑤職業生活スキルの指導技能
　の向上
⑥購買需要のある製品の開発
⑦製品の品質、生産量の向上
⑧市場、販路の拡大
⑨施設外就労（実習）の促進

⑩作業能力の向上
⑪生産性の向上
⑫適応業務の開拓
⑬支援者の技能向上

⑭雇用に係る不安
　・接し方がわからない
　・適応業務がない／わからない
　・支援者がいない
⑮経営環境面での不安
　・設備等が未整備
⑯社会的責務の認識不足

就労を目指す
障がい者

①職業生活スキルの習得
・日常生活の確立
・社会的な適応能力
②技能習得

就労支援事業所
ＮＰＯ　　　　etc

就業・生活支援センター

障がい福祉課
・就労支援事業

雇用促進協会

雇用政策課
・職業訓練事業

障害者職業センター

労働局

就労中の障がい者
③生活支援
・日常生活
・社会生活
④技能習熟

ハローワーク

○就労移行支援・継続支援
○販路拡大支援員設置

○委託訓練（３か月）
○高等技術校

◇職業能力評価・職業準備支援
◇ジョブコーチ派遣、助成
◇精神障がい者総合雇用支援
◇雇用管理サポート

◇障害者雇用調整金・報奨金
◇施設設置等助成
◇障がい者介助等助成
◇通勤対策助成　　　etc

◇トライアル雇用（３か月）
◇特定求職者雇用開発助成
◇特例子会社等設立促進助成　etc

○就職・定着支援、雇用管理助言
○日常生活、生活設計への助言

○ステップアップ就労支援
○障がい者チャレンジ（短期実習）
○職場実習・見学促進
○就労機器購入費助成

○雇用促進支援員

○ネットワーク強化・充実
●就労事業振興センター設置

障がい者就労支援事業に係る課題

●施設外就労（実習）への助成
●職員個人の研修助成

①,②

⑤

⑨,⑭

③,④,⑩

①,②,③

①,⑨,⑭

⑧,⑫,⑭

⑪,⑫

⑤

①,②,⑨

⑤,⑥,⑧

①,②

①,②

⑬,⑭

④,⑩,⑬

⑪,⑫,⑮

③

③,⑬

②,⑫,⑭

⑮

⑮

⑯

⑧
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事業概要

◇ 一般就労への移行推進

（１）障害者就業・生活支援センター

ア 障害者就業・生活支援センター ６か所

イ 障害者就労支援センター １か所

ウ 障がい者雇用促進支援員（緊急雇用） ７か所

（２）障がい者ステップアップ就労支援 １０人

障がい福祉課及び地方機関等において一定期間就労し、企業への就職を 目
指す。

ア 県庁ワークセンター ５人（知的障がい者４人、視覚障がい者１人）

イ 地方機関、県立高校 ５人（知的障がい者４人、精神障がい者１人）

（３）就労強化支援

ア 移行支援事業者対象養成研修

イ 障がい者チャレンジ事業

５日程度の企業実習を行い、就労を目指す障がい者の就労意欲を高めると共
に、企業の障がい者雇用への理解を深める。
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（４）障がい者職場実習・職場見学促進
ア 職場実習促進…職場実習を受け入れるための設備整備助成
イ 職場見学促進…障がい者、家族等が障がい者雇用企業を見学

（５）障がい者就労・職場定着促進支援事業
（６）就労支援ネットワーク強化・充実
（７）啓発等

ア シンポジウム開催（出雲市）
イ 障がい者雇用情報誌レインボー（山陰中央新報） 年２回発行

□ 島根県障がい者就労支援推進会議、チーム会議

◇ 就労支援事業所の工賃向上推進
（１）障がい者就労事業の振興

ア 島根県障がい者就労事業振興協議会の設置
イ 島根県障がい者就労事業振興センターの設置（運営委託）
ウ 新商品開発、販路開拓費助成
エ 企業・事業所連携促進事業

（２）就労機器共同購入費助成
（３）就労継続支援事業所販路開拓支援員派遣

□ 工賃倍増計画策定委員会
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障がい者の就労・雇用支援

＊数字はＨ２１実績
＊国施策
＊県労働施策
＊県福祉施策

就労の対象となる障がい者 一般就労先

障がい者の就労・雇用支援に向けた流れと県施策

　　　　　　　　　　ハローワーク（雇用促進協会）

医療
施設

一般就労へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　労働分野

特別支援学校

福祉施設

在宅等

９４人

卒業１５６人

　　　　　　　　福祉分野教育分野

　　民間企業

行政機関

就労対象者を増やす 就労先（企業等）を増やす

多数

就労４５人
特例
子会社

求職 求人

【県施策】
□体験実習の経費助成
□優良企業を認定、PR

就労系２千
人弱利用 【県施策】

□ステップアップ
　就労支援

【県施策】
□啓発フリーペーパーの発行
□啓発シンポジウムの開催

就労移行支援事業

就労移行
４６人

就業・生活支援センター 就労１３３人

ハローワーク斡旋就職者４６３人

就労１７人

【国の企業支援】
■法令に基づく指導
■雇用納付金制度
    ・設備整備、通勤助成
■賃金助成
■税制上の優遇
■融資、ジョブコーチ派遣等

【県施策】
□強化研修等

【国・県施策】
□支援センターの設置
＊７カ所（３名配置）

【県施策】
□障がい者就労支援推進会議設置
□チーム（関係機関担当者）会議開催
　（課題・戦略共有、施策調整、共同実施　等）

【県施策】
□支援センターに職場開拓
　 員を加配（各２名）

１３人

４人

高等技術校・進学
（通い・委託訓練）

障害者職業センター

県民、企業、

当事者等

教育、福祉から就労への的確なコーディネート

学校、福祉から
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平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成○○年度

工賃倍増計画策定 検証→計画見直し 中間総括→計画見直し

考え
方

取
り
組
み

工賃倍増計画策定委員会Ⅰ期

工賃向上の取り組み年次フロー図

工賃
目標
月額

進行
管理 　　　　　　　最終計画

　　　　　　　同委員会Ⅱ期

アドバイザー（中小企業診断士等）派遣

機器整備補助
取り組みのレベルアップ

最終目標
３３，０００円以上

Ｈ１８平均工賃
１２，６５９円

Ｈ２３平均工賃
２５，０００円

２倍

全ての対象施設で工賃向上の取り組みを実施
「計画策定～事業実施～評価」　（ＰＤＣＡ）

第Ⅱ期　全施設へ拡大する第Ⅰ期　基盤（条件整備、成功事例）をつくる

□第１次モデル事業

　　第２次モデル事業

計画策定 事業実施 評価

□研修の実施

モ
デ
ル
施
設

他
施
設

やる気
のある６

施設

支援組織の検討

■就労事業振興センターの設置
（人材育成、専門家派遣、共同商品開発・販売・商談会開催・
カタログ・ホームページ作成、企業からの受注促進・調整等）

成功の方程式、
キイワードの創出

障害基礎年金と合わせ
地域での自立生活が
可能な所得額

意識改革

そ
の
他
取
組

Ｈ１９平均工賃
１３，５１１円

やる気

ノ
ウ
ハ
ウ

■工賃向上支援事業（設備整備・販路開拓員への助成）

■民間企業や農林水産業等との連携促進

■官公需からの発注促進（ハート購入法）

第Ⅲ期　自走する

Ｈ２０平均工賃
１３，６１１円
Ｈ２０平均工賃
１３，６１１円 Ｈ２１平均工賃

１３，５２９円
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ステップアップ就労支援事業
（島根県庁ワークセンター）
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１ 平成２２年度 実施状況
（１）対象者等

障害種別 配置先 人数 雇用期間 雇用開始 備考

知的障がい者 障がい福祉課 ２人 １年契約 ３月１日 ワークセンター

２人 最大３年 ４月１日

隠岐支庁 １人 ４月１日

松江農林高校 １人 ４月１日

出雲商業高校 １人 ４月１日

益田高校 １人 ４月１日

視覚障がい者 障がい福祉課 １人 ４月１日 ワークセンター

精神障がい者 浜田保健所 １人 ７月 日1

計 １０人

（２）業務内容
事務補助（文書集配・発送、印刷等 、作業補助（校内環境整備等））
会議録作成、パソコン入力 外

（３）支援員
・県庁ワークセンターでは嘱託支援員２名配置
・他の所属において、日常の支援は所属職員が担当し、
障がい福祉課就労支援スタッフ及びワークセンター嘱託支援員が随時訪問

（４）現状
・ワークセンタースタッフを始め全員が順調に出勤し、ほぼ順調に実施
・他の所属では仕事量の確保、支援担当者への援助が課題

２ 平成２１年度雇用者の状況
、 、 、 、・一般就職３名 就労継続Ｂ型事業３名 就労移行事業２名 トライアル雇用１名

就職活動中１名



障がい者就労事業振興協議会
障がい者就労事業振興センター
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参
加

障がい者就労事業振興センター

○島根県障害者授産事業活性化協議会

○島根県知的障害者福祉協会
○島根県精神障がい者支援事業所
　　連絡協議会
○島根県身体障害者施設協議会
○きょうさ連島根県支部
○島根県社会就労センター協議会

移行

参画
・

連携

委託

支援
協力

支援

障がい者就労事業振興協議会

地域協議会

松江 出雲 浜田

役員会

○島根県(障がい福祉課）
○島根県（産業、ブランド、農業等
　  関係機関）

企画

本部：松江 支部：浜田

○経済団体
○市町村
○県・市町村社会福祉協議会
○他産業組織　等

○障害者就労支援Ａ型事業所（８か所）
○障害者就労支援Ｂ型事業所（６４か所）
○旧法授産施設（１７か所）　　計８９か所

○就労事業振興センター
◆共同窓口設置
  ・共同商品開発
　・共同販売
　・ｶﾀﾛｸﾞ、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
　・企業への売り込み
　・行政への売り込み
　・受注調整

◆専門家派遣
　・経営コンサルタント、
　　各種専門家派遣

◆人材育成
　・専門研修（経営、会計、
　　製造、営業等）

◆その他
　・先進事例紹介

　・情報提供　等

○就労事業振興協議会
・ 課題や情報を共有、
　レベルアップを促進
・ 事業所間の連携を促進



島根県における福祉施設等からの調達実績
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2,009 2,008 2,007 2,006

年度 Ｈ２１ Ｈ２０ Ｈ１９ Ｈ１８

　発注金額　　(円) 6,386,814 6,764,836 6,510,001 1,230,881

H18対比 1.85 2.30 2.26

主な発注業務 Ｈ２１ Ｈ２０ Ｈ１９ Ｈ１８

印　　刷 3,045,069 4,295,704 3,905,308 945,694

農水産加工 1,470,652 879,951 584,602 0

パソコン入力 867,234 841,682 962,023 171,960

※印刷の中には、発送業務込みのもの及び企画・調査等込みで業務
　委託として発注されたものを含む
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ゆめいくワークサポート事業

※ Webサイトを開設するまではＤＶＤ又はＣＤでデザインを配布する

作品を無償貸与

作品利用に係る契約
作品利用料の支払い

アウトソース

ごうきんチャレンジドまつえ

島根県社会福祉協議会
 

交付金選定委員会（仮称）

山陰合同銀行

島根県

事業の提案

交付金の配分

A社
社

C社

B社

その他

都会地の
著名な企業群等

※Wｅｂサイト/DVD

NPO

事業所

作業所

その他

※ごうぎんチャレンジドまつえは、株式会社山陰合同銀行が運営する知的障がい者が就労する事業所（平成１９年９月開設）

（目標：５０社） 開拓支援・審査会への参加

Webサイト管理・開拓支援等

ゆめいくワークサポート事業

交付金配分の基本方針
　　交付金の配分は、就労支援サービス事業所からの事業提案を募集し、交付金選定委員会（仮称）
　において審査の上、決定する。
　○ 就労支援事業所利用者の工賃向上に向けた「仕事」、「市場」の開拓・開発に関する事業
　○ 一般事業者（企業等）と連携した「仕事」の開拓・開発に関する事業

事業の提案

交付金の配分

開拓支援・審査会
への参加

県内の障がい者
就労支援事業所

事業実施委託

「ごうぎんチャレンジドまつえ」で作成された
作品（絵画）を活用した障がい者支援
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